
在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律

在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第

九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
在
外
職
員
が
二
箇
月
以
上
の
期
間
の
家
賃
の
前
払
を
し
な
け
れ
ば
在
外
公
館
に
お
い
て

勤
務
す
る
の
に
必
要
な
住
宅
を
安
定
的
に
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
外
務
大
臣
が
認
め
る
と
き
は
、
当
該
家
賃
の
最
初

の
前
払
の
対
象
で
あ
る
二
箇
月
以
上
の
期
間
（
当
該
期
間
が
一
年
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
期
間
の
初
日
か
ら
始
ま
る
一
年

の
期
間
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
家
賃
前
払
期
間
」
と
い
う
。
）
に
係
る
住
居
手
当
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
（
以
下
こ
の
項
並
び
に
第
十
二
条
の
二
第
三
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
「

一
括
支
給
期
間
」
と
い
う
。
）
の
各
月
の
月
額
を
合
算
し
た
額
を
、
一
括
支
給
期
間
の
初
日
の
属
す
る
月
の
下
旬
に
一
括
し

て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

家
賃
前
払
期
間
の
末
日
が
家
賃
前
払
期
間
の
初
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
以
前
で
あ
る
場
合

家
賃
前
払
期
間



二

家
賃
前
払
期
間
の
末
日
が
家
賃
前
払
期
間
の
初
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
後
で
あ
る
場
合

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る

そ
れ
ぞ
れ
の
期
間

イ

家
賃
前
払
期
間
の
初
日
か
ら
当
該
初
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間

ロ

家
賃
前
払
期
間
の
初
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
初
日
か
ら
家
賃
前
払
期
間
の
末
日
ま
で
の
期
間

第
九
条
の
二
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
在
勤
手
当
の
支
給
を
受
け
る
在
外
職
員
に
つ
い
て
、
旧
在
勤
地
の
状
況
に
鑑
み
旧
在
勤
地
で
居
住
し

て
い
た
住
宅
を
確
保
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
当
該
住
宅
の
賃
貸
借
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得

な
い
事
情
が
あ
る
と
外
務
大
臣
が
認
め
る
と
き
は
、
当
該
在
外
職
員
が
当
該
住
宅
の
家
賃
を
現
に
支
払
つ
た
期
間
に
つ
い
て

、
同
項
の
規
定
に
よ
る
在
勤
手
当
に
加
え
、
従
前
の
と
お
り
当
該
住
宅
に
係
る
住
居
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
二
条
の
二
第
三
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
異
動
を
生
じ
た
日
が
一
括
支
給
期
間
内
に
あ
る
と
き
は
、
同
日
の
属
す
る
月
の
下
旬
に
、
当

該
一
括
支
給
期
間
の
各
月
の
住
居
手
当
の
月
額
を
合
算
し
た
額
が
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
一
括
し
て
支
給
し
た
額
を

超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
差
額
を
支
給
し
、
当
該
合
算
し
た
額
が
当
該
一
括
し
て
支
給
し
た
額
に
満
た
な
い
場
合
に
あ



つ
て
は
そ
の
差
額
を
返
納
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

在
外
職
員
に
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
住
居
手
当
を
一
括
し
て
支
給
し
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

由
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
在
外
職
員
（
当
該
在
外
職
員
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
当
該
在
外
職
員
が
死
亡
当
時
伴
つ
て
い
た

配
偶
者
等
又
は
当
該
在
外
職
員
の
相
続
人
）
に
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
由
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
返

納
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

一

一
括
支
給
期
間
中
に
お
け
る
当
該
在
外
職
員
に
係
る
住
居
手
当
の
支
給
期
間
の
終
了
（
第
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
同
項
に
規
定
す
る
在
勤
地
以
外
の
地
を
新
在
勤
地
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
住
居
手
当
の
支
給
期
間
の
終
了
を
除

く
。
）

第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
一
括
し
て
支
給
し
た
額
（
一
括
支
給
期
間
中
に
住
居
手
当
の
号
別
に
異
動
を
生

じ
た
と
き
は
、
当
該
一
括
し
て
支
給
し
た
額
に
、
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
支
給
し
た
額
を
加
算
し
、
又
は
当
該
一
括

し
て
支
給
し
た
額
か
ら
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
返
納
さ
せ
た
額
を
減
額
し
た
額
。
第
三
号
に
お
い
て
「
一
括
支
給
額
」

と
い
う
。
）
と
一
括
支
給
期
間
中
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
住
居
手
当
の
月
額
を
合
算
し
た
額
と
の
差
額
（
次
号
に
お
い
て
「

返
納
差
額
」
と
い
う
。
）



二

一
括
支
給
期
間
中
に
お
け
る
当
該
在
外
職
員
の
離
職
又
は
死
亡

返
納
差
額

三

当
該
在
外
職
員
が
一
括
支
給
期
間
中
に
第
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
在
勤
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ

た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
在
外
職
員
が
旧
在
勤
地
で
居
住
し
て
い
た
住
宅
の
賃
貸
人
か
ら
当
該
在
外
職
員
が
前
払
を
し
た

家
賃
の
全
部
又
は
一
部
の
返
還
を
受
け
た
こ
と
（
当
該
一
括
支
給
期
間
の
終
了
後
に
当
該
返
還
を
受
け
た
場
合
を
含
み
、

当
該
返
還
を
受
け
た
家
賃
に
係
る
期
間
の
日
数
が
当
該
前
払
の
対
象
で
あ
る
期
間
の
う
ち
当
該
一
括
支
給
期
間
の
末
日
後

の
期
間
の
日
数
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。
）

一
括
支
給
額
に
、
当
該
返
還
を
受
け
た
家
賃
に
係
る
期
間
の
日
数
か
ら
当

該
前
払
の
対
象
で
あ
る
期
間
の
う
ち
当
該
一
括
支
給
期
間
の
末
日
後
の
期
間
の
日
数
を
減
じ
た
日
数
を
当
該
一
括
支
給
期

間
の
日
数
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額

別
表
第
一
の
う
ち
一

大
使
館
の
表
大
洋
州
の
項
中
「
｜
在
キ
リ
バ
ス
日
本
国
大
使
館

｜
キ
リ
バ
ス

「

在
キ
リ
バ
ス
日
本
国
大
使
館

キ
リ
バ
ス

タ
ラ
ワ

｜
タ
ラ
ワ

｜
」
を

在
ク
ッ
ク
日
本
国
大
使
館

ク
ッ
ク

ア
バ
ル
ア

に
改
め
、
同
表
ア
フ
リ
カ
の
項
中
「
｜
在
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
日
本
国
大
使
館

｜
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国

｜
プ
レ
ト
リ

」

「

在
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
日
本
国
大
使
館

南
ア
フ
リ
カ
共
和
国

プ
レ
ト
リ
ア



ア

｜
」
を

に
改
め
る
。

在
南
ス
ー
ダ
ン
日
本
国
大
使
館

南
ス
ー
ダ
ン

ジ
ュ
バ

」

別
表
第
一
の
う
ち
二

総
領
事
館
の
表
北
米
の
項
中
「
｜
在
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
日
本
国
総
領
事
館

｜
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

｜
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド

｜
」
を
削
り
、
同
表
欧
州
の
項
中
「
｜
在
ハ
ン
ブ
ル
ク
日
本
国
総
領
事
館

｜
ド
イ
ツ

｜
ハ
ン
ブ
ル
ク

｜
」
を
削
る
。

別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



附

則

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
の
う
ち
二

総
領
事
館
の
表
の
改
正
規
定
は
、
政
令
で

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る

法
律
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。



理

由

在
ク
ッ
ク
及
び
在
南
ス
ー
ダ
ン
の
日
本
国
大
使
館
を
新
設
し
、
在
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
及
び
在
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
日
本
国
総
領
事
館

を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
在
勤
基
本
手
当
の
基
準
額
の
改
定
、
住
居
手
当
の
一
括
支
給

に
関
す
る
制
度
の
導
入
等
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。








